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１　基本情報

まちづくり協議会名 すみれガ丘小学校区まちづくり協議会

地域ごとのまちづくり計画 【基本目標】

【具体的な取り組み】

地域ごとのまちづくり計画対話シート

令和7年（2025年）11月7日

市民協働推進課

久住　俊博

項目 入力欄

4.活発なコミュニティ活動を支えるまち

コミュニティ施設建設

取組内容の関係課 市民協働推進課



２　対話の状況

（１）実施概要

ア　日時：

イ　場所：

ウ　出席者： 以下のとおり

（２）確認できたこと

ラビスタ宝塚団地　管理センター　（宝塚市すみれガ丘1丁目9-3）

＜宝塚市すみれガ丘小学校区まちづくり協議会＞　（以下、まち協という。）
　●

＜ラ・ビスタ宝塚団地自治会＞（以下、自治会という。）
　●

＜市＞
　協働の取組推進担当次長　浅井
   市民協働推進課　　　　　松井係長、久住係長

＜社会福祉協議会＞
　藤巻さん

令和７年（2025年）11月6日　18時30分頃から19時00分頃まで

　コミュニティ施設（集会所）確保に向けて、前回の対話に続き、宝塚市すみれガ丘小学校区まちづくり
協議会（以下「まち協」という）役員・ラ・ビスタ宝塚団地自治会（以下「自治会」という）役員・市の
3者での協議を行った。
最初に別紙「すみれが丘地区におけるコミュニティ施設（集会所）確保について」に基づき市から説明を
行い、その後、質疑応答や意見交換を実施した。内容は以下のとおり。

ア　②案や③案へのまちづくり協議会補助金の対象経費について
   まち協と自治会より、まち協が借りる際の賃借料は、まち協補助金のどの事業に該当するか、一部自治
会の負担としてもよいかの質問があった。まち協補助金の１号事業に該当し、自治会負担分としてまち協
に協力金を渡す方法なども可能である旨を市から回答した。

イ　副申書の作成について
　③案の利用交渉にあたり、市が作成可能な副申書のイメージについてまち協と自治会と市で共有した。

ウ　今後の検討方針について
　今後、まち協と自治会で複数案を検討するが、まずは③案の利用の可否について、まち協が管理組合理
事長に相談することとなった。また、まち協の範域の構成員はマンションの所有者以外も含まれるため、
賃貸借契約も含めて相談することとなった。


